
○医療法（昭和二十三年法律第二百五号）（抄） 

第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人

その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療

の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その

所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。 

一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当

該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤

務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者（以下単に

「医療従事者」という。）の診療、研究又は研修のために利用させるための

体制が整備されていること。 

二 救急医療を提供する能力を有すること。 

三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有す

ること。 

四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有するこ

と。 

五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並

びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有する

こと。 

六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく

厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適

合するものであること。 

２ 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医

療審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛ら

わしい名称を付けてはならない。 

 

第十条 病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)

又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は

臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯

科医師に、これを管理させなければならない。 

２ 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併

せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床

研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修

了歯科医師に、これを管理させなければならない。 

３ 医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を

行う病院その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業を

なすものである場合又は医業及び歯科医業を併せ行うものであつて主として

医業を行うものである場合は、臨床研修等修了医師であつて第五条の二第一

項の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。ただし、地域



における医療の提供に影響を与える場合その他の厚生労働省令で定める場合

は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管

理させることができる。 

 

第十二条の二 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところに

より、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容

を公表しなければならない。 

 

第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところに

より、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院

に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。 

二 救急医療を提供すること。 

三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。 

四 第二十二条第二号及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。 

五 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省

令で定める者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求

められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の

秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧さ

せること。 

六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。 

七 その他厚生労働省令で定める事項 

２ 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施

設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一

項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供す

る者（以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。）における連携

の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居

宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等によ

る居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならな

い。 

 

第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師

を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定める

ところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かな

ければならない。 

一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及

び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者 

二 各科専門の診察室 



三 手術室 

四 処置室 

五 臨床検査施設 

六 エックス線装置 

七 調剤所 

八 給食施設 

九 診療に関する諸記録 

十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新

生児の入浴施設 

十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室 

十二 その他都道府県の条例で定める施設 

 

第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項（第九号を除く。）に定めるもの

のほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、

記録を備えて置かなければならない。 

一 集中治療室 

二 診療に関する諸記録 

三 病院の管理及び運営に関する諸記録 

四 化学、細菌及び病理の検査施設 

五 病理解剖室 

六 研究室 

七 講義室 

八 図書室 

九 その他厚生労働省令で定める施設 

 

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対

し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 

一 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始し

ないとき。 

二 病院、診療所（第八条の届出をして開設したものを除く。）又は助産所（同

条の届出をして開設したものを除く。）が、休止した後、正当な理由がなく、

一年以上業務を再開しないとき。 

三 開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項

又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 

四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。 

２ 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正

当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許

可を取り消すことができる。 



３ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療

支援病院の承認を取り消すことができる。 

一 地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 

二 地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。 

三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項又は第三十条の十三第五

項の規定に基づく命令に違反したとき。 

四 地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。 

五 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条

の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。 

六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三

十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。 

七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に

基づく指示に従わなかつたとき。 

４ 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能

病院の承認を取り消すことができる。 

一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 

二 特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条

の二の規定に違反したとき。 

三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項又は第三十条の十三第五項の

規定に基づく命令に違反したとき。 

四 特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反し

たとき。 

五 特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二

第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。 

六 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条

の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。 

七 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づ

く指示に従わなかつたとき。 

５ 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究

中核病院の承認を取り消すことができる。 

一 臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つた

とき。 

二 臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。 

三 臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違

反したとき。 

四 臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。 

６ 都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消す

に当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければなら

ない。 



７ 厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を

取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

 

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当

該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」

という。)を定めるものとする。 

２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等におけ

る医療の確保の目標に関する事項 

二 第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携

体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体

制をいう。以下同じ。)に関する事項 

三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関

する事項 

四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な

医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療

又は予防に係る事業に関する事項 

五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)

に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。) 

イ 救急医療 

ロ 災害時における医療 

ハ へき地の医療 

ニ 周産期医療 

ホ 小児医療(小児救急医療を含む。) 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における

疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療 

六 居宅等における医療の確保に関する事項 

七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生

労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)におけ

る次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構

想」という。)に関する事項 

イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条

の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下

単に「将来の病床数の必要量」という。) 

ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推

進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項 

八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事

項 



九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 

十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項 

十一 医師の確保に関する次に掲げる事項 

イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針 

ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域にお

ける医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確

保すべき医師の数の目標 

ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域にお

ける医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確

保すべき医師の数の目標 

ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関

する施策 

十二 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項 

十三 医療の安全の確保に関する事項 

十四 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及

び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区

分する区域の設定に関する事項 

十五 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働

省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当

該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する

事項 

十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に

関する事項 

十七 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感

染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項 

３ 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項につい

て定めるよう努めるものとする。 

一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療

提供施設の整備の目標に関する事項 

二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項 

４ 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる

事項に配慮しなければならない。 

一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省

令で定める疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等に

おける医療ごとに定めること。 

二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医

療を受けることができることを確保するものであること。 

三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供され

る保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。 



四 医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、

住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。 

５ 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の

十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の

医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通し

その他の事情を勘案しなければならない。 

６ 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供され

る医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指

標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる

同項第十四号に規定する区域を定めることができる。 

７ 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供され

る医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指

標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同

項第十四号に規定する区域を定めることができる。 

８ 第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に

規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数

に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数

を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。 

９ 都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合

において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情が

あるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、

前項の基準によらないことができる。 

１０ 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示され

た後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があ

るときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第

二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請そ

の他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。 

１１ 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示され

た後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の

政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定

した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみな

して、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。 

１２ 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示され

た後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第一項に規定する参加法

人をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた

場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成

を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件

に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められ

た第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定し



た数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可

に係る事務を行うことができる。 

１３ 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介

護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画

及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画

との整合性の確保を図らなければならない。 

１４ 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計

画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるように

するとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する

施策との連携を図るように努めなければならない。 

１５ 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の

地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都

道府県と連絡調整を行うものとする。 

１６ 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を

作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなけれ

ばならない。 

１７ 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を

変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業

務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一

項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法

律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意

見を聴かなければならない。 

１８ 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を

変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その

内容を公示しなければならない。 

 

第三十条の二十三 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協

議の場（次項において「地域医療対策協議会」という。）を設け、これらの者

の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関す

る事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項につ

いて、公表しなければならない。 

一 特定機能病院 

二 地域医療支援病院 

三 第三十一条に規定する公的医療機関（第五号において「公的医療機関」

という。） 

四 医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院 

五 公的医療機関以外の病院（公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省

令で定めるものを除く。） 

六 診療に関する学識経験者の団体 



七 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学（以

下単に「大学」という。）その他の医療従事者の養成に関係する機関 

八 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会

医療法人 

九 その他厚生労働省令で定める者 

２ 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲

げる事項とする。 

一 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、

医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を

図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項 

二 医師の派遣に関する事項 

三 第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣さ

れた医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項 

四 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための

措置に関する事項 

五 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道

府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する

事項 

六 医師法の規定によりその権限に属させられた事項 

七 その他医療計画において定める医師の確保に関する事項 

３ 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつ

ては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資

するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつ

て示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定

める事項に配慮しなければならない。 

４ 第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都

道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これ

に協力するよう努めなければならない。 

 


